
インテグリティとコンプライアンス

インテグリティとコンプライアンスの考え方	 方針

　三井物産は、信用こそがビジネスの基本であり、信用を守る必要条件がコンプライアンスであ
ると考えます。そして、コンプライアンスの追求においては、法令や規範の遵守にとどまらず、企
業人としての良識や品格、すなわちインテグリティを持って行動することが必要不可欠です。
　当社グループが真に社会から信頼される企業グループであり続けるために、社員一人ひとり
にコンプライアンス意識を徹底し、インテグリティを持って行動することを求めるとともに、コン
プライアンス違反を未然に防ぎ自浄作用を発揮するインテグリティのある組織づくりにグローバ
ル・グループベースで取り組んでいます。

三井物産グループ行動指針と三井物産役職員行動規範	 方針

三井物産グループ行動指針―With	Integrity
　当社グループ全体で共有されてきたインテグリティやコンプライアンスに関
する考え方をさらに明確にするため、2018年11月に「三井物産グループ行
動指針―With Integrity」を制定しました。これをグループ各社の経営理念
や役職員行動規範に反映していくとともに、一人ひとりが日々の業務におい
てこの行動指針の内容を実践することを通じて、当社グループは、これから
も社会の信頼に、誠実に、真摯に応えていきます。
　本指針は2019年11月に改定を行い、人権尊重等の項目をさらに充実させま
した。今後も社内外環境の変化に合わせ、常にその内容を見直していきます。

三井物産グループ行動指針―With	Integrity

5つの基本精神
1.  法令を守り、最も高い倫理水準に基づき誠実に行動します。 

また、人権を尊重し、いかなる差別も行いません。
2. 社員一人ひとりの個性と多様性を尊重し、自由闊達な⾵土を守り、育てます。
3. 公正な事業活動を行い、社会からの信頼に、誠実に、真摯に応えます。
4. 地球環境を大切にし、豊かで住み良い社会の実現のため積極的に貢献します。
5. 何かおかしいと感じたとき、疑問に思ったときは勇気を持って声を上げ、より良い会社をつくります。

  三井物産グループ行動指針―With Integrity

三井物産役職員行動規範
　「三井物産役職員行動規範」は、法令遵守と企業倫理の観点から企業としての社会的責任を果
たし、ステークホルダーの信頼を得るために社員一人ひとりの日常の業務や活動における規範
として具体的に定めたもので、2001年2月に制定して以来、時代の変化に合わせて改定を重ね
てきました。取締役会監修の下、定期的に研修やe-learningにより全社員にその内容の周知・
規範の効果の見直しを図るとともに、一人ひとりの社員が規範を遵守する旨の誓約を毎年行って
います。グループ会社でも、それぞれの事業形態に合わせて、「三井物産役職員行動規範」を基
に、各社個別の行動規範を制定・導入しています。また、海外では、それぞれの国の法令や慣習
等を反映した地域ごとの行動規範を設けています。

三井物産役職員行動規範

 1. コンプライアンスとインテグリティ
 2. 人権と多様な文化の尊重
 3. 職場環境及びハラスメント
 4. 独占禁止法等の遵守
 5. 利益相反行為及び公私のけじめ
 6. 贈答・接待
 7. 情報の取扱い

 8. 輸出入手続・各種業法の遵守
 9. 会社資金、会計報告及び納税義務の履行
 10. 献金・寄付等
 11. 社会貢献
 12. 環境保全
 13. 反社会的勢力への対応
 14. 報告及び処分

  三井物産役職員行動規範

Our Stories：インテグリティのある組織をつくる

  P.31　 東アジアブロックにおけるインテグリティの浸透と	
価値観の共有

三井物産グループ行動指針
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コンプライアンス体制	 体制

　CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）の指揮・監督の下、コンプライアンス・プログラ
ム統括部署である法務部コンプライアンス室が中心となって、国内外の各本部および支社等のコ
ンプライアンス統括責任者（事業本部長、支社長等）と連携しながら、グローバル・グループベー
スでコンプライアンス意識の徹底、コンプライアンス・プログラムの整備・強化、コンプライアンス
関連案件への対応を行っています。2021年3月期からは各事業本部にコンプライアンス管理責
任者を設置しました。同管理責任者がコンプライアンス統括責任者の職務遂行を補佐し、本部内
のインテグリティやコンプライアンス意識の浸透、および主管関係会社におけるコンプライアンス
体制の整備・強化を実務レベルで加速していくことを目的としています。
　コンプライアンス関連全般についての協議を行う場として、コンプライアンス委員会を設置して
いますが、コンプライアンス体制整備の重要性が一層増してきたことから、2019年3月期からそ
の開催回数を増やすとともに、事業本部長2名を委員に加え、営業現場の目線も交え、活発に議
論を行っています。同委員会では、社外弁護士参加の下、コンプライアンス関連事案の発生傾向
や課題およびこれらを踏まえたアクションプランについて報告の上、コンプライアンス体制の在
り方について話し合い、その内容についてはイントラネットで公開しています。
　取締役会は、グローバル・グループベースでのコンプライアンス体制の運営状況等に関する
監督機能を有しており、CCOは、コンプライアンス体制の運営状況やコンプライアンス委員会で
審議された内容に関して原則として年2回、取締役会への報告を行っています。取締役会では、
今後の重点取り組み事項等につき活発な議論がなされています。三井物産グループ行動指針
―With Integrityの策定に当たっても、指針の内容や浸透活動の在り方に関して各社外取締役・
監査役から多くの具体的な提言やコメントが出され、反映されています。
　また、当社CCOおよび国内関係会社のCCOが参加するグループCCO会議、海外拠点地域
CCO会議等を定期的に開催し、グローバル・グループベースでのコンプライアンス体制強化の
ため、最適な取り組み等について積極的な情報交換・意見交換を行っています。
　コンプライアンス違反またはその恐れがある場合、CCOに報告するとともに、事業本部長等、
各部門のコンプライアンス統括責任者およびコンプライアンス管理責任者が中心となり、原因究
明や再発防止策策定を含め主体的に対応に当たり、事態収束後には、結果と再発防止策等をCCO
に報告することを定めています。事案によっては、CCOの指揮・監督下において法務部コンプラ
イアンス室が対応します。なお、臨時の社長直轄組織として危機対応時に迅速・的確な意思決定
を行う危機対策本部を設置する手順もあらかじめ定めています。

コンプライアンス体制図
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責任者
（地域本部長）

アジア・大洋州本部
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（地域本部長）

地域ブロック
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（支社長）

本店事業本部
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責任者
（本部長）

本店コーポレート
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責任者

（各部長）

チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）

法務部長

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会事務局
（法務部コンプライアンス室）

委員長       
委　員       

オブザーバー

：
：

：

CCO
人事総務部長、法務部長、経営企画部長、CFO統括部長、
ロジスティクス戦略部長、内部監査部長、事業本部長2名
監査役室長、社外弁護士1名

コンプライアンス・プログラム	 方針
	

体制
	

活動

　当社は、どんなに緻密なコンプライアンス・プログラムを
策定したとしても、経営幹部による率先垂範を伴わなけれ
ば、実効性は高まらないと考えています。そのため、社長
やCCOをはじめとする経営幹部が率先してインテグリティ
のある組織づくりに取り組むとともに、社員に対して継続
的かつ繰り返しメッセージを発信し、インテグリティやコン
プライアンスの大切さを伝えています。特に毎年11月を
With Integrity月間と定め、意識啓発を継続しています。

With Integrity月間における社長メッセージ
（2019年11月）
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　具体的な施策としては、CCOブログ等を活用したインテグリティ・マインドの浸透、おかしいと
思ったことに声を上げるスピークアップ文化の醸成、コンプライアンス意識調査の実施、コンプラ
イアンス違反事例の共有による再発防止、事業現場での管理の徹底、業務プロセス上のコントロー
ル強化および人材流動化促進等の取り組み、ならびに各種研修・e-learningの実施等であり、
それらを着実に実行しています。
　なお、当社は、社会の要請・動向を常に意識するとともに、事業活動に関わるリスクの評価を
定期的に行い、その結果に基づき、コンプライアンスに関する施策を継続的に見直すことが重要
だと考えています。毎年、コンプライアンス意識調査アンケート結果、コンプライアンス委員会や
取締役会で議論された内容、各組織コンプライアンス担当者との意見交換および外部評価機関か
らのフィードバック等を踏まえ、前期に実施した各種施策の効果検証や課題抽出をした上で、来
期の活動計画の策定に役立てています。

コンプライアンス教育・研修
　社員のコンプライアンス意識のさらなる徹底とコンプライアンス実践に必要な知識・情報の周知
を図るため、当社では各種コンプライアンス教育・研修を実施しています。
　2020年3月期も、新たに当社での勤務を開始した社員向けや管理職向け等の職層ごと、または
海外赴任やグループ会社出向前等に、ハラスメント等、人権・人格侵害防止を含むコンプライアンス
研修、国内外の重要法令についての説明会等を実施しました。また、ライン長およびライン長相応
の管理職全員に対して出席必須のハラスメント研修を実施し、事案発生の抑制に努めています。こ
れらの研修では、コンプライアンス違反に関する報告・相談を自身が受けた場合の対応方法に関す
る解説も盛り込み、社員が安心して声を上げることのできる組織づくりに取り組んでいます。
　また、2019年11月にはWith Integrity月間を開催し、「インテグリティについて考える」との
テーマの下、社長が直接社員にインテグリティについての自身の思いを話したほか、CCOを含む
コンプライアンス委員会メンバーをパネリストとし、若手社員とインテグリティについて議論し合う
パネルディスカッションや、社外講師による講演
等を実施しました。海外現地法人等および国内外
グループ会社ともWith Integrityの価値観を共
有すべく、一部のプログラムは英訳しイントラネッ
トで動画を配信しています。こうした全社レベル
の企画に加えて、各組織でもセミナーや情報共
有・意見交換等の企画を積極的に実施しました。

　また、「三井物産役職員行動規範」を解説したコンプライアンスハンドブックによる学習を継続し、
当社役職員が日常業務を遂行していく上で身に付けておくべき最低限のコンプライアンス関連知識
の浸透を図りました。
　グループ会社役職員向けのコンプライアンス研修にも積極的に取り組んでおり、希望のあった国
内子会社等に対しては、「三井物産グループコンプライアンスハンドブック」を配布したほか、当社と
同様のウェブ診断テストの実施や独自教材の配信が可能なe-learningプラットフォームを提供しま
した。海外拠点・海外グループ会社でも、それぞれの地域性を踏まえたコンプライアンス教育・研
修が実施されています。

独占禁止法遵守に向けた取り組み
　当社は各国独占禁止法遵守を経営上の重要事項として位置付けており、各種マニュアル提供
や定期的なセミナー実施等を通じて周知徹底を行っています。とりわけ、カルテルについては、
2018年11月に「三井物産役職員行動規範」の下位規程として「カルテル防止に向けた行動基準」
を策定し、改めて当社の独占禁止法遵守姿勢を明確にするとともに、カルテル防止に向けて、よ
り具体的な行動基準を示すことにより当社役職員の意識向上を促しています。加えて、海外拠点・
海外グループ会社でも、それぞれの地域性も踏まえた独占禁止法に関する教育・研修を実施す
ることにより、グローバル連結ベースでの独占禁止法遵守体制の構築を図っています。

腐敗防止に向けた取り組み
　当社は各国腐敗防止規制の遵守についても経営上の重要事項として位置付けており、包括的に
あらゆる形態の贈賄防止・腐敗防止の体制や取り組みを定めた「三井物産贈賄防止指針」を2016
年12月に公表しています。事業の検討においては、腐敗リスクが高いと認識される事業について
本指針に基づいたデューデリジェンスを実施しています。また、当社では、公務員等の接遇管理制
度や代理店等の起用管理制度等を設けるとともに、各種の教育・研修を行う等、腐敗防止規制の
周知徹底を図っています。加えて、国内外の当社子会社等においても、腐敗防止規制に関わる教
育・研修の実施に努める等、当社に準じた腐敗防止体制の整備・運用を推進しています。
　なお、取締役会は「三井物産贈賄防止指針」の取り扱い状況を含むグローバル・グループベー
スでのコンプライアンス体制の運営状況等に関する監督機能を有しています。

  三井物産贈賄防止指針

With Integrity月間プログラム「とことんインテグリティ座談会」
（2019年11月）
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そのほかの取り組み
　グループ内で生じたコンプライアンス関連事案については、他組織での再発防止やコンプライ
アンス体制整備の参考となるものを、教訓や再発防止策を特定した上で、グループ全体で共有し
ています。
　また、前期に引き続き、当社CCOおよび国内関係会社のCCOが参加するグループCCO会議
を開催し、内部通報制度に関するセミナーやグループディスカッション等を実施しました。その
ほかにも、グループレベルでのコンプライアンス徹底の観点から、重要関係会社を個別訪問の上、
各社の抱える課題を把握し、各社における自主自立的なコンプライアンス・プログラムの整備・
運用につながる助言を提供しています。
　2020年3月期には、こうした取り組みをさらに加
速させるべく、関係会社におけるコンプライアンス体
制整備のために最低限必要とされる主要な原理・原
則を取りまとめた「関係会社コンプライアンス体制整
備ガイドライン」を策定しました。まずは国内子会社
を対象に、同ガイドラインを用いて各社の取締役会等
で議論を深め、自社の課題を確認しながらコンプライ
アンス体制の強化が進むよう運用を開始しています。

コンプライアンス意識調査アンケート
　役職員のコンプライアンス意識の浸透を評価するために、三井物産本店および国内支社では
毎年、そして海外現地法人や連結ベースでも必要に応じてアンケート調査を実施し、その結果を
さまざまな施策立案・実行に役立てています。

FY2019 FY2020

① コンプライアンスに関して上司・同僚・部下と話のしやすい「⾵通し
の良い職場」であると思うか。

92.7% 93.2%

②会社は内部通報制度の利用促進に本気で取り組んでいると思うか。 92.5% 92.7%

③ コンプライアンス違反を発見した場合、内部通報制度を使って報告・
相談するか。

81.8% 80.9%

　上記③に関連して、引き続き、⾵通しの良い職場づくりに努めることに加えて、万一の場合は
内部通報制度も安心して利用できるようスピークアップ文化の醸成をさらに推進します。

コミュニケーションの円滑化とスピークアップ文化の醸成	 体制
	

活動

　コンプライアンスの本質は、経営理念や価値観を反映した⾵通しの良い職場環境をつくり、円
滑なコミュニケーションを通じて問題の発生を予防していくことにあると考えます。一方、万が
一問題が発生した場合は、直ちに上司または関係者に報告・相談し、迅速に適切な処置を施す必
要があります。このため、当社では、問題を早期に発見することは重要であり、スピークアップは
会社をより良くすることにつながる旨の経営幹部メッセージを継続的に発信し、おかしいと思っ
たことに声を上げるスピークアップ文化の醸成に積極的に取り組んでいます。
　コンプライアンスに関する職制ラインおよび職制外の報告・相談ルートとして、社外弁護士や
第三者機関（匿名可）も含めた8つのルートを設置しています。このルートは、当社役職員のほ
か 、派遣社員、業務委託先の役職員のうち、当社の委託した業務に従事した、または、している
役職員を対象としており、電話、メール、ファックス、書簡等を通じて受け付けています（電話を除
き、24時間受付可）。

報告・相談ルート

法務部 
（コンプライアンス室）

CCO
（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） 監査役

グループCCO会議（2019年9月）

　内部通報制度が有効に活用されるためには、通報者が通報により一切の報復や不利益な取り
扱いを受けないことが何よりも重要です。この点、内部通報制度規程において、通報者が通報に
より報復や不利益な取り扱いを受けることがない旨を規定することに加えて、通報者および調査
関係者への報復・不利益取り扱いの禁止に違反した場合には懲戒の対象となり得る旨明記して

ルート① ルート② ルート③ ルート⑥ルート⑤ルート④ ルート⑦ ルート⑧

コーポレートスタッフ 
部門各部

（人事総務部ほか）

社外弁護士 社外第三者
機関

各事業本部・コーポレートスタッフ部門・ 
地域本部・地域ブロック・国内支社の 

コンプライアンス統括責任者

部長・室長等
コンプライアンス

連絡責任者/
コンプライアンス

管理責任者

本人
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います。そのほかにも、2019年4月には通報における匿名性確保や、コンプライアンス違反へ
の関与者が自ら会社に対して違反を報告した場合には懲戒処分の決定に際し情状として考慮す
ることを内部通報規程に明記する等、スピークアップを促すための施策を推進しています。
　また、役職員向けに、当社の内部通報制度に関して報告・相談ルートの解説や通報した後の事
案の取り扱いについて紹介した動画「おかしいなと思ったら Speak Up！」をイントラネットで公
開し、プロセスの可視化や制度への信頼度向上に取り組んでいます。

通報受付後の対応
　通報は、法務部コンプライアンス室経由でCCOに報告され、CCOの下で必要な調査を実施し
ます。この調査を基にコンプライアンス違反があったか分析するとともに、再発防止策を検討し、
CCOの指示・承認に基づき必要な是正措置を実行しています。調査結果のフィードバックは通報
者の意向に応じて行っており、対応終了後、一定期間が経過した段階で、通報したことによる報
復がないかを確認しています。

　国内グループ会社については、当社が指定した社外弁護士および第三者機関を各社の社外報
告・相談受付窓口として使えるようにするとともに、各社による通報対応をモニターし内部通報
制度の適切な設置・運営に関する支援を行うことを通じ、グループ会社の問題を安心して報告・
相談できる仕組みを整備しています。さらに、海外拠点ならびに海外グループ会社についても、
各地域のコンプライアンス統括責任者が中心となり、現地の法令や特性を考慮しつつ報告・相談
ルートの整備を進めています。
　国内外の独占禁止法および贈賄防止法に抵触する、またはその疑義のある事案の報告・相談
に対しては、特別な通報窓口として、グローバル・グループ・ホットラインを導入しました。日・
英を含む6か国語で対応可能で、海外現地法人や国内外子会社の役職員からの通報を、当社本
店法務部コンプライアンス室で一元的に受け付ける体制を構築しています。さらに、当社の役職
員に関する事項や当社または当社グループに影響が及ぶ可能性のある重大事項について、グルー
プ会社の役職員は、当社の内部通報窓口に直接報告・相談することができます。

通報 調査
調査結果分析・
再発防止策検討

実行 フィードバック 報復確認

報告・相談件数
　2020年3月期に当社法務部コンプライアンス室に直接または社外窓口を経由して寄せられた報告・
相談件数は20件となり、そのすべてがハラスメントに関するものでした。
　2019年3月期の51件より減少しましたが、従来は通報により発覚する傾向にあったハラスメ
ント・不正着服事案等が職制を通じて相談・報告されるようになったことによるもので、職場内
でのスピークアップ文化の浸透が着実に進んでいると認識しています。

FY2018 FY2019 FY2020

報告・相談件数 25件 51件 20件

コンプライアンス報告の状況	 活動

　当社では、早い段階において広く社員から報告・相談を受けることで、事態の改善に向けた対
策を講ずることが可能となり、結果として、コンプライアンス関連事案の発生を予防することにつ
ながると考えています。このような考えの下、コンプライアンス違反か分からなくても、その恐れ
がある場合には早期の社内報告を奨励しています。
　2020年3月期に当社、国内支社、海外拠点および関係会社のコンプライアンスに関連して報
告された事案の件数は1,050件で、このうち当社および当社関係会社の経営に重大な影響を及
ぼすものはありませんでした。また、当社における腐敗行為・反競争的行為に基づき法的措置
を受け、または罰金・課徴金を支払った事例はありませんでした。

Global	Tax	Management基本方針	 方針

　当社は各国での適切かつ公正な納税義務の履行と税金費用の適正化に努めており、「Global 
Tax Management 基本方針」は当社の税務における基本方針を示すものです。

  Global Tax Management基本方針

110

Governance

インテグリティとコンプライアンス

https://www.mitsui.com/jp/ja/company/outline/governance/system/pdf/global_tax_policy_j.pdf

